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今年４月に老人福祉法と介護保険法が改正さ

れた。本稿では、改正の内容を整理するととも

に、制度改正が有料老人ホームの利用に与える

影響と課題について整理したい。

1．有料老人ホームの現状

（1）急速に拡大する有料老人ホーム

介護保険制度創設以降、有料老人ホームを含

む高齢者向け住宅の市場は、急速に拡大してき

た。介護サービス事業所数の推移をみると、有

料老人ホームを含む特定施設は、介護保険制度

のスタート直後の2000年５月末から2006年３月

末までの約６年間に257事業所から1,732事業所

と事業所数で6.7倍、年平均伸び率では毎年約

37％増となっている。これは、グループホーム

の伸び（15.0倍）に次ぐ大きなものである。事

業所（施設）数の増加に比例して有料老人ホー

ム等の開設居室数も急激に増大しており、特に

介護保険制度スタート以降に要介護者向けの居

室数が大幅に増加しているのが特徴である。

要介護者の暮らすことのできる施設あるいは

住まいに対するニーズの大きさを反映したもの

と言えよう。

（2）急拡大の中で噴出してきた問題点

このような急激な有料老人ホームの建設ラッ

シュの中、最近では様々な問題点が顕在化しつ

つある。

①定員未充足施設の出現

ひとつは、入居率の低迷である。前述のよう

な短期間での急激な供給の増加の結果、立地条

件の悪いホームや価格が高いホームあるいは新

築ではない再募集の居室（既存のホームの居室

の中で入居者が死亡等退去によって空室とな

り、再募集をしている居室）は、次々と新設さ

れるホームの居室との競争において不利とな
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図表－1 介護サービス事業所数の推移
2000年 2006年 
5月末(A) 3月末(B)

訪問介護 12,650 26,558 209.9%
訪問入浴 2,624 2,837 108.1%
訪問看護 41,044 69,606 169.6%
訪問リハビリテーション 29,421 56,585 192.3%
通所介護 7,740 19,839 256.3%
通所リハビリテーション 5,224 6,322 121.0%
福祉用具貸与 3,653 9,044 247.6%
短期入所生活介護 4,607 6,518 141.5%
短期入所療養介護 6,214 6,596 106.1%
居宅療養管理指導 93,367 151,624 162.4%
グループホーム 535 8,026 1500.2%
特定施設 257 1,732 673.9%
居宅介護支援 21,545 31,961 148.3%
介護老人福祉施設 4,416 5,668 128.4%
介護老人保健施設 2,532 3,346 132.1%
介護療養型医療施設 3,782 3,428 90.6%
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（資料）WAM-NETデータベースよりニッセイ基礎研究所が作成
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り、結果として入居率が低迷するという状況が

見られる。さらに、介護保険制度の開始以降、

市場の発展を見込んで様々な業界から有料老人

ホーム事業に参入してきたが、運営ノウハウの

蓄積がなく、結果として定員を満たせないホー

ムもでてきた。

②入居金の保全等の問題

有料老人ホームの多くは、高額な入居一時金

を支払って「終身利用権」を購入し入居する仕

組みをとっている。終身利用権方式は、高額な

一時金を必要とするものの、長生きしても基本

的には賃料の値上げ等を心配することなく安心

して住み続けることができ、利用者にとっても

メリットのある仕組みと言える。しかし、利用

者が短期間でホームを退去することになった場

合に、ホームによっては入居一時金がほとんど

返還されないとことや、上述のように、様々な

事業者が参入し競争が激化する中で、ホームが

万一経営破綻した場合に、住み続けることがで

きるのかどうかといった入居金の保全や居住に

係る権利の保全が不十分であることなどが指摘

されてきた。

③規制逃れの施設の出現

また、設置に当たっての事前申請の手続きの

煩雑さや指導指針による行政指導を逃れる施設

が出てきた。有料老人ホームの定義には入居者

に食事を供することが含まれているが、それを

逆手にとり、食事を提供せずに介護サービスの

み提供する施設が現れた。こうした施設の中に

は、利用者にとって必要な介護サービス量を超

えて過剰な訪問介護等の在宅サービスの提供を

行い、利用限度額一杯で請求するなど、不適切

な介護報酬の請求を行う所も出てきた。

一方で、有料老人ホームの人数要件である10

人以上の定義から外れるために定員を９人以下

とする施設も増加している。多くは小規模で家

庭的な雰囲気の中で、大規模施設では対応の難

しい、きめ細かい個別的な対応を行うことを目

的としているが、中には規制をのがれ劣悪な環

境で低質な介護サービスしか提供しない施設も

見られるようになった。そもそも少人数のため

経営が安定しにくいこともあり、経営の安定性

やサービスの質のバラツキが問題となってき

た。

2．老人福祉法と介護保険法の改正

（1）有料老人ホームに関連する老人福祉法の

主な改正点

上記のような規制逃れや入居一時金の不返

還、経営の不安定さといった問題に対応するた

め、今回の老人福祉法の改正では、有料老人ホ

ームの定義の見直しを行うと共に、一時金保全

措置の義務化等入居者保護の充実が図られてい

る。

①定義の見直し

改正前の老人福祉法では有料老人ホームは

「常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供

その他日常生活上必要な便宜を供与することを

目的とする施設であって、老人福祉施設でない

もの」と定義されていた。つまり、人数要件

（高齢者を10人以上入居させること）とサービ

ス提供要件（食事を提供していること）の２要

件が定められていた。

しかし、入居者を９人として有料老人ホーム

の規制の網の目をかいくぐろうとする施設が表

れたこと、さらに、入居者である高齢者を保護

することを考えれば定員数の多寡によってその

必要性が変わるわけではないことから、人数要
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件が定義から外された。また、サービス提供要

件についても、規制逃れ等の課題が発生してい

ることや、外食産業の発達等で施設内の食事提

供によらなくても外部から安全な食事の提供が

一定程度可能となったことから、食事を必須と

することを改め、新たに①食事の提供、②介護

の提供、③洗濯、掃除等の家事、④健康管理の

うち、いずれかを行っていることを要件とした。

この要件変更に加えて、サービスの提供を自

前でなく外部サービス事業者に委託して提供す

る場合や、現在はサービスの提供をしていなく

とも、入居者の状態にあわせて将来サービスを

提供することを約束する場合も有料老人ホーム

の範疇としている。

老人福祉法で「有料老人ホーム」を規定して

いるのは、こうした高齢者の居住する施設を行

政の指導監督の下に置いて高齢者の生活の安全

を図るためである。従って、ある施設類型が、

老人福祉法の他の規定や、別の法律によって、

当該施設に居住する高齢者の生活の安全が図れ

るのであれば、「有料老人ホーム」として規制

をする必要はない。

そこで、従来から、上記のような定義に該当

しても適用を除外する施設として「老人福祉施

設」が定められていた。「老人福祉施設」は、

老人福祉法の他の規定によって高齢者の保護が

図られるからである。

今回の改正では、老人福祉施設に加えて適用

除外施設としてグループホームが明示されると

ともに、新たに一定の居住水準等を満たした

「高齢者専用賃貸住宅」（以下、高専賃（注１））が

適用除外となった。一定の居住水準等を満たし

た高専賃は、都道府県知事（又は知事が指定す

る指定登録機関）への登録と情報の公開が行わ

れること、賃貸借契約により借家人の保護が図

られていること、さらに、①原則、25㎡以上、

②原則各戸に台所、浴室、便所、洗面設備、収

納設備があること、③前払い家賃の保全措置を

講じていること、等の水準を満たしていること

から、高齢者の一定の保護が図られているもの

として有料老人ホームの規制の対象にはしない

ことになったのである。

図表－2 有料老人ホームの見直し
－入居者の保護を目的とした定義等の見直し－

＜これまでの定義等＞ 
○ 常時 10人以上の老人を入所させ、食事の提供 
　その他日常生活上必要な便宜を供与することを 
　目的とする施設で老人福祉施設でないもの 
○ 都道府県知事への事前届出が義務 
○ 都道府県は調査権を持ち、入居者の処遇に問 
　題があるとき等は改善命令等の措置 

＜現状と課題＞ 
○ 入居者保護の必要性に人数による相違はない 
○ 外食・配色産業の進展により、食事の提供の 
　外部化が相当程度可能 
○ あえて定義にあてはまらないよう、食事を提供 
　せず、介護の提供は行う事業者が存在 
○ 一時金について、使途に関する情報や倒産等 
　の場合の備えが不足 

　　　　　見直し内容 
＜定義＞ 
○ 人数要件の廃止 
○ 提供サービス要件の見直し 
　 →①食事の提供、②介護の提 
　供、③選択、掃除等の家事、 
　 ④健康管理のいずれかのサー 
　ビスを行う施設を対象 
○ サービスの提供を、委託で行 
　 う場合、将来においてサービス 
　提供を約束する場合を対象と 
　することを明確化 

＜入居者保護の充実＞ 
○ 帳簿保存、情報開示義務化 
○ 倒産等の場合に備えた 
　一時金保全措置の義務化 
○ 都道府県の立入検査権付与 
　改善命令の際の公表 

（資料）厚生労働省資料よりニッセイ基礎研究所が作成



ニッセイ基礎研REPORT 2006.9 4

②保護の強化

前述のような定義の見直しにより有料老人ホ

ームとして届け出を要する施設の範囲を拡大

し、規制を逃れる施設の排除を目指すと同時に、

今回の改正では、行政の監督権限を強化するこ

とで有料老人ホームの入居者に対する保護を充

実させている。

具体的には、「帳簿保存及び情報開示の義務」

「家賃の前払い金の保全義務」「立ち入り検査、

改善命令の公表」の３点である。

＜帳簿保存及び情報開示の義務＞

有料老人ホームの入居者は、すでに要介護状

態、あるいはいずれ要介護状態になることを想

定して、安心して過ごせる「終の住みか」とし

て自らの選択により入居契約をする高齢者であ

る。にもかかわらず、入居後にサービスに対す

る不満を感じたり、退去せざるを得ない状況に

なったりしてしまえば、その後の生活に重大な

影響が及ぶ可能性が高い。不満や途中退去を出

来るだけ回避するには、利用者が入居しようと

するホームについて事前に良く知っている必要

がある。そのためには、入居者や入居希望者に

分かりやすいホームの情報開示が不可欠であ

る。

こうしたことから、今回の改正によって、有

料老人ホームの設置者は施設単位で帳簿を作

成･保存し、提供する介護サービスの内容に関

する情報を開示することが義務付けられた。

＜前払い金の保全義務＞

有料老人ホームの入居は、多額の入居一時金

を支払うことにより、終身利用権を取得する契

約を交わす形態が一般的に行われているが、万

一有料老人ホームが倒産した場合に前払い金が

保全されないことになれば、老後の生活に支障

をきたす可能性がある。

現に、退去にあたって入居一時金の返還をめ

ぐるトラブルも発生していることから、今回の

老人福祉法の改正で、入居者から終身にわたっ

て受領すべき家賃の一部または全部を前払い金

として受領している有料老人ホームの設置者

は、その算定基準を書面で明示するとともに、

倒産の場合に備え、「①500万円、②入居一時金

図表－3 有料老人ホームの定義の見直しと他の居住関連施設との関係

(老人福祉 
センター等 )

老人福祉施設 
※ 老人福祉法の他の規定による規制 

認知症対応型共同生活 
援助事業を行う住居 
（グループホーム） 

※ 老人福祉法の他の規定による規制 

高齢者専用賃貸住宅 
（一定居住の水準等を満たすもの） 

※ 高齢者の居住の安定確保に関する法律に 
基づく 規制 

・建物賃貸借契約（終身建物賃貸借契約を含む） 
（＝賃貸住宅）によるもののみが対象 

有料老人ホームの対象外 有料老人ホーム 

有料老人ホーム 
※ 老人福祉法第29条に基づく規制 

次のサービスの 

いずれかを提供 

・食事の提供 

・介護の提供 

・清掃・掃除等の 

　家事 

・健康管理 

食事の提供 サービス要件 

人数要件なし 10人以上 人数要件 

＜見直し後＞ ＜従来＞ 

高齢者専用賃貸住 
宅でサービスを提供 
しているが、一定の 
居住水準等を満たさ 
ないもの 

高齢者向け優良賃貸住宅 

介護等のサービスを 
提供しないもの 

食事の提供、介護の提供、選択・掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供している施設 

＊一定の居住水準等： ①原則25㎡以上 
　　　　　　　　　　　　　　 ②原則各戸に台所、浴室、便所、洗面設備、収納設備があること 
　　　　　　　　　　　　　　 ③前払い家賃の保全措置を講じていること 

都道府県知事に届け 
出たものは特定施設 
となる（介護保険法） 
 

食事の提供、介護の提供等のサービスを提供している施設であって、「老人福祉施設」、「認知症対応型共同生活援助事業を行う住居」、 
　　　　　「高齢者専用賃貸住宅のうち一定以上の居住水準等を満たすもの」でないものは、有料老人ホームの届出が必要 
 

高齢者専用賃貸 
住宅でサービスを 
提供していないもの 

（資料）厚生労働省資料よりニッセイ基礎研究所が作成
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の償却後の残額、のうちいずれか金額の低い方

（厚生労働省令による）」を返還するための保全

措置を講ずることが義務づけられることとなっ

た。

＜立ち入り検査、改善命令の公表＞

従来の老人福祉法においても、都道府県知事

には、施設の運営状況について報告を求め職員

に調査させる権限と、入所者に不当な処遇や不

利益を与えたと認められる場合に業務改善命令

を行う権限が与えられていた。

改正法では、さらに実効ある指導監督を行う

ことができるよう、立ち入り検査の権限があた

えられるとともに、有料老人ホームに改善命令

を行った場合に、そのことを公表する義務が規

定された。

（2）有料老人ホームに関連する介護保険法の

主な改正点

①特定施設の対象の拡大

介護保険制度の保険給付には、訪問介護サー

ビスや訪問入浴介護サービスのように自宅でサ

ービスを受けるもの、ショートステイのように、

一時的にサービスを提供する場所に滞在してサ

ービスをうけるもの、そして、有料老人ホーム

のように介護を受けることのできる一定の設備

と人員の整った場所に居住して包括的なサービ

スを受ける形のものがある。従来、居住して包

括的なサービスを受ける形のものとして認めら

れていたのは、介護保険３施設（特別養護老人

ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設）

以外は、有料老人ホームとケアハウスだけであ

ったが、今回の介護保険改正で、前述した一定

の居住水準等を満たし都道府県知事に届け出た

高専賃についても、特定施設として認められる

こととなった。

これにより要介護高齢者は、一定の居住水準

等を満たした高専賃に住んでも、包括的な介護

サービスを受けられる可能性が生まれた。事業

者にとっても、指導監督の厳しい有料老人ホー

ム以外のケア付き高齢者住宅の事業展開可能性

を広げるものとなった。

②外部サービス利用型の創設

特定施設の指定を受けるには、介護・看護に

当たる職員等の配置基準をみたす必要がある

が、従来の配置基準は、入居者のほとんどが要

介護者である場合を前提とした基準となってい

たため、入居者が元気で要介護者の少ないホー

ムの場合、人件費負担が重くなるケースが出て

いた。

入居者を要介護者に限定していないホームの

場合、開設当初はほとんどが元気な高齢者であ

る場合が多い。こうした場合など介護サービス

はほとんど不必要であるため、不要な介護職員

や看護職員の配置を少なくできれば、人件費負

担が軽くなり、ホームの経営が安定する他、利

用者にとっても入居費が安くなる可能性があ

る。そこで、要介護者の少ないホームにおいて

も、適切な人員配置が可能となるように介護サ

ービスについては、外部サービスを使って提供

する「外部サービス利用型特定施設入居者生活

介護」が新たに創設された。外部サービス利用

型の事業者は、生活相談やサービス計画書の作

成、安否確認等のサービスのみを提供し、訪問

看護、訪問介護、通所介護等の介護サービスは

事業者が外部の介護サービス事業者と委託契約

を締結し、提供する形式になる。

介護職員等の配置が少なくてすむ類型を認め

ることで、事業者としては、高齢者の元気なう

ちからの「早めの住み替え」に対応することも

可能になると考えられる。
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③指定拒否制度の創設

都道府県は、介護保険事業支援計画（計画期

間３年）の中で、介護保険施設（特養、老健、

介護療養型医療施設）等の必要利用定員総数を

見積もっている。これは、計画的な施設の整備

を行うことで介護保険財政の悪化を防止してい

こうとする仕組みである。今回の改正では、有

料老人ホーム等の特定施設についても必要利用

定員総数を設定し、それを超えるような場合に

は、都道府県は、特定施設として指定しないこ

とができるようになった。

地域によっては、既にこの必要利用定員数の

施設が確保されているところもあり、こうした

地域では、少なくとも計画期間である今後３年

間は、新たに特定施設の指定を受けることが難

しくなる。

④介護サービス情報の公表制度の創設

介護保険制度においては、「利用者本位」、

「高齢者の自立支援」、「利用者による選択（自

己決定）」が基本理念とされているが、利用者

が多様な介護サービスの中から必要なサービス

を自ら主体的に選択・決定し利用するために

は、介護サービスに関する情報が利用者に適切

に提供される必要がある。

今回の制度改正によって、情報提供の仕組み

として、「介護サービス情報の公表」制度が設

けられた。

具体的には都道府県（あるいは指定情報公表

センター）において、介護事業者からサービス

に関する情報を提出させるとともに調査を行

い、それをインターネット等で公表する仕組み

である。公表する情報は①基本情報（職員体制、

利用料金などの基本的な事実情報）②調査情報

（介護サービスに関するマニュアルの有無、サ

ービス提供内容の記録管理の有無など）となっ

ている。

この中で、有料老人ホーム等の特定施設の情

報も公表されることになる。

図表－4 ケア付き居住施設の充実

　　　高齢期の住み替えニーズの拡大 
（背景）・高齢者の一人暮らし又は夫婦のみの世帯の 
　　　　　増加から日常生活面での困難や不安 
　　　　 ・家屋の構造が要介護者の生活に適さない 
　　　　 ・高齢者のライフスタイルの多様化 

　　　　　　　　高齢者が安心して住める 
　　　　　　　　　「住まい」への住み替え 

　　　　（自宅、施設以外の新しい「住まい」） 
（要件）・バリアフリー、住まいにふさわしい居住水準・ 

住み続けの保障 
　　　　 ・安心のための生活支援サービス 
　　　　 ・「早めの住み替え」、「要介護状態になってか 

　　　　　らの住み替え」各々の形態に対応した多様な 
　　　　　介護サービス提供 

　　 居住系サービスの拡充 
①特定施設の対象の拡大 
　 ※ 従来は有料老人ホームと 

　　　ケアハウスのみ 
　 → 「高齢者専用賃貸住宅」の 

　　　うち次の要件を満たすものも 
　　　対象とする 
　　　 ・原則、25㎡以上 
　　　 ・原則、各住戸に台所、便所、収納設 
　　　 　備、洗面設備、浴室を設けていること。 
　　　 ・前払い家賃があるときは保全措置を 
　　　 講じていること 
②サービス提供形態の多様化 
　 ※ 従来は特定施設の職員に 

　　　より介護サービスを提供 
　 → 外部の介護サービス事業者 

　　　との提携によるサービス提 
　　　供も可能とする（外部サービ 
　　　ス利用型特定施設の基準・ 
　　　報酬の創設） 

（資料）厚生労働省資料よりニッセイ基礎研究所が作成
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3．改正の影響と今後の課題

上記のような改正により、有料老人ホームは

どのような影響をうけるのか。そして、我々消

費者にどのような影響があるのか。消費者の視

点から、主な影響と課題を検討してみたい。

（1）影響1：有料老人ホームの多様化

まず、定義の変更により、９人以下の高齢者

用施設や、介護サービスは行っても食事の提供

をしていない施設が老人ホームとして届けを出

さなければならなくなることによる影響が考え

られる。

９人以下の高齢者用の施設数は、行政も把握

していない状態で正確な数値はわからないが、

一般には1,000を越えるとも言われており、届出

が徹底されれば非常に多くの施設が一気に有料

老人ホームに分類される。

しかし、これら新規に届出を義務づけられた

施設は、今まで有料老人ホームの指導指針に従

っていたわけではないため、人員配置、設備、

サービス内容は多種多様である。それらが一様

に「有料老人ホーム」と呼ばれることになる。

さらに、今回の改正とは別に、2011年度末ま

でに、介護療養型医療施設の廃止、医療保険適

用の療養病床の削減が決まっている（「健康保険

法等の一部を改正する法律」）。それらは、老人

保健施設等にも転換するが、医療法人に有料老

人ホームの運営を解禁したうえで、有料老人ホ

ームがその受け皿（転換先）となることが期待

されている。つまり、病院の中に併設あるいは

隣接していて、居室空間は狭いかもしれないが

医療機能が充実しているという特徴をもった施

設も「有料老人ホーム」と呼ばれるようになる。

消費者から見れば、有料老人ホームが多様に

なり、非常にわかりにくくなったと言えよう。

（2）影響2：類似施設の増加

「有料老人ホーム」が多様化するだけではな

い。前述のように、一定の居住水準等を満たし

て、特定施設の指定を受けた高専賃であれば、

そこに住む要介護者は、介護保険に関しては、

有料老人ホームと同じサービスを受けることが

できるようになった。

しかし、特定施設については総量規制で各都

道府県が新たな特定施設の設置に慎重になって

いるため、一定の居住水準等を満たしていても

特定施設としての指定をとらずに、高専賃に訪

問介護や訪問入浴、訪問看護といった一般の在

宅サービス事業所を併設させる形式のものが増

加すると考えられる。現に、介護事業者の中に

は、今後は高専賃の建設運営に力を入れると宣

言しているところもある。

このような高専賃は、有料老人ホームのよう

に多額の入居一時金を必要としないところも多

く、一定の居住水準等を満たした住居で、訪問

介護、訪問看護等の一般の在宅サービスをうけ

ることができるなど入居希望者にとっては魅力

的な面も多い。

しかし、基本的には賃貸住宅であり、24時間

体制の人員配置があっても、それは介護職員･

看護職員とは限らない。また、高専賃は、有料

老人ホームのような指導指針がないため、有料

老人ホームに比べて行政がチェックできる範囲

は限られていることも注意を要する。

（3）今後の課題

改正によって、有料老人ホームに関する規制

の強化と、高専賃への介護保険給付の拡大、早

めの住み替えへの対応など、高齢者が安心して

住むことのできる施設の充実に向け、取り組み

が強化されたことは評価できる。

しかし、多種多様な形態の施設が増えること
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で、入居を希望する者にとって選択が非常に難

しくなってきていることも事実である。特に高

齢期になってはじめて購入する住まい、サービ

スであり、消費者にとっては事業者のサービス

内容が外から見えにくいだけではなく、経営内

容についての知識情報が圧倒的に少ないことか

らも施設の選択に対する支援は不可欠である。

今回の介護保険制度改正の中で設けられた

「介護サービス情報の公表」制度は、スタート

したばかりで、本稿を執筆している7月現在、

実際に公表を開始した都道府県は少ないが、適

切に運営されれば、詳細な情報が提供されるよ

うになり、利用者の選択に資するものとなると

思われる。

しかし、問題は、今後増加すると考えられる

「特定施設でない高専賃」などの場合は、「介護

サービス情報の公表」制度の中で、有料老人ホ

ーム等と比較することが難しいということであ

る。

この公表制度では、介護サービスは事業所単

位で登録公表される。特定施設であれば、そこ

で行われるサービスについて、まとめて詳細に

知ることができるが、特定施設でない高専賃で

は、外部の在宅サービス事業者を利用するため、

この公表制度の中では、訪問介護、訪問看護等

それぞれの事業所単位でばらばらに公表される

ことになる。高専賃で登録される内容も、居室

の戸数、広さ、賃料、一時金等の概算額であり、

介護サービスに関しては詳細な内容は登録され

ていない。

老人ホームとこれら高専賃は外見上非常に似

ている場合もあり、入居希望者としては比較し

て検討したいところであろう。今後、比較可能

となるような工夫を望みたい。

ケア付き高齢者住宅への入居を希望する利用

者としては、上述のような公表制度等を利用し

つつ、それだけでは不足する情報について、施

設の開催するセミナーへの参加や経営状態等消

費者には分かりにくい情報については有料老人

ホーム協会の相談窓口などでチェックするな

ど、自分自身で積極的に詳細な情報を収集する

ことが重要になろう。高齢期に住まいを変える

ことは若い頃とは異なり後戻りしにくい点を考

え、自分の希望する暮らし方がどのようなもの

かをよく検討して、それにあった施設を選択す

るという努力が必要不可欠である。

この点、社団法人全国有料老人ホーム協会で

は、今年度から、消費者向けの啓発活動を強化

し、ホームの種類等について講義するセミナー

を開催するほか、事業者向けにも研修会を開く

予定となっており、こうした活動が、各地でさ

らに強化されることを望みたい。

（注１）「高齢者専用賃貸住宅」の略。「高齢者の居住の安定
を確保する法律」に基づく高齢者円滑入居賃貸住宅の
一部で、事業者が都道府県知事に登録し、より詳細で
正確な情報を高齢者等に提供できるようにしたもの。
登録される項目は、賃貸住宅の位置、構造等の他、敷
金や前払い金の概算額、共用設備の有無、入浴、排泄、
食事等の介護その他日常生活上の世話の提供の有無
等である。


